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操縦技能審査員 各位

有視界飛行方式による運航の安全確保について（空間識失調関連）

（通知）

１．背景

本年２月２７日、運輸安全委員会は、平成３０年８月１０日に群馬県防災航空

隊所属のヘリコプターが群馬県吾妻郡中之条町の山中に墜落した事故に係る航

空事故調査報告書を公表しました。同報告書によれば、本事故は、同機が登山道

の調査のため山岳地域を飛行中、雲の多い空域に進入して視界が悪化し地表を

継続的に視認できなくなったことにより、機長が空間識失調に陥り機体の姿勢

を維持するための適切な操縦を行えなくなったため、山の斜面に衝突したもの

と考えられるとしています。また、視界が悪化して地表を継続的に視認できなく

なったことについては、有視界気象状態を維持することが困難となる中で、引き

返しの判断が遅れ、飛行を継続したことによるものと考えられるとしています。

さらには、消防防災、警察等の捜索救難活動を行う航空機の操縦士は、任務の特

性上、気象状況が変化しやすく、かつ局所的な気象の予測を行うことが困難な山

岳地域を飛行することが多いとし、急激に天候が悪化した場合でも、空間識失調

に陥らずに天候が悪化した空域から速やかに離脱するための適切な行動をとる

ことが重要であり、このためには、空間識失調の危険性に関する理解を深め、必

要な場合は直ちに基本的な計器による飛行に切り替えるとともに、自動飛行装

置を有している場合には適切に使用すること等の具体的な空間識失調予防策及

び対処策を日頃から身につけておく必要があると考えられるとしています。

これを踏まえ、運輸安全委員会は、国土交通大臣（航空局）あてに安全向上策

として、捜索救難活動を行う航空機の操縦士に対し、空間識失調の危険性につい

て注意喚起するとともに、空間識失調に陥らないための具体的な予防策及び万

一空間識失調に陥った場合にその状況から離脱するための対処策について周知

するよう勧告しています。

２．通知内容

航空局では、当該報告書の公表を受け、同日付で関係団体を通じて当該勧告内

容の周知徹底等に関する依頼文書を発出したところですが、この依頼文書にお

いて、勧告内容を踏まえたリーフレットを作成・配布することとしており、今般、



空間識失調の具体的な予防策及び対処策に関するリーフレット（別添１）を作成

いたしましたので、各操縦技能審査員におかれましては、以下についてご対応願

います。

リーフレットの配布及び理解促進（本文書受領次第実施）

事前調整の段階など可能な限り特定操縦技能審査を実施する前に、受審者で

ある操縦士に対し、リーフレットを入手するとともに内容を十分に理解してお

くよう依頼（当該リーフレットは、航空局ホームページ

（https://safetyp.cab.mlit.go.jp/safety/15_bf_000162/）より入手可能）するとともに、
審査終了後のブリーフィングの機会などにおいてリーフレットを受審者に手交

して同内容の十分な理解を図ること。
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